
様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 生産緑地地区管理事務 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
都市整備部都市計画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
生産緑地法に基づき農地等の緑地を保全することを目的と

する 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３電話番号、４一団を構成する筆、５面

積、６所在 

記 録 範 囲 届出者及び代理人 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 ■ 本人から ■本人以外から（取得先  代理人 ） 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市都市整備部都市計画課 

（所在地）〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田 22番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		生産緑地地区管理事務



		行政機関等の名称

		[bookmark: _GoBack]市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		都市整備部都市計画課



		個人情報ファイルの利用目的

		生産緑地法に基づき農地等の緑地を保全することを目的とする



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号、４一団を構成する筆、５面積、６所在



		記録範囲

		届出者及び代理人



		記録情報の収集方法

		■ 本人から　■本人以外から（取得先　　代理人　）



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）西尾市都市整備部都市計画課



		

		（所在地）〒445-8501　愛知県西尾市寄住町下田22番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　□有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







ファイル簿02　生産緑地地区管理事務（都市計画課）.docx



様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 法第５３条許可申請事務 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
都市整備部都市計画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
都市計画法第５３条１項に伴う許可申請の許可に必要な内

容の審査 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３電話番号、４土地の状況、５建物の状

況等、６誓約書 

記 録 範 囲 許可申請者及び代理人 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 ■本人から ■本人以外から（取得先  代理人   ） 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市都市整備部都市計画課 

（所在地）〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田 22番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		法第５３条許可申請事務



		行政機関等の名称

		[bookmark: _GoBack]市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		都市整備部都市計画課



		個人情報ファイルの利用目的

		都市計画法第５３条１項に伴う許可申請の許可に必要な内容の審査



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号、４土地の状況、５建物の状況等、６誓約書



		記録範囲

		許可申請者及び代理人



		記録情報の収集方法

		■本人から　■本人以外から（取得先　　代理人　　　）



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）西尾市都市整備部都市計画課



		

		（所在地）〒445-8501　愛知県西尾市寄住町下田22番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　□有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







ファイル簿03　法第53条許可申請事務（都市計画課）.docx



様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 法第７６条第１項許可申請事務 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
都市整備部都市計画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
土地区画整理法第７６条第１項に伴う許可申請の許可に必

要な内容の審査 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３電話番号、４土地の状況、５建物の状

況等 

記 録 範 囲 許可申請者及び代理人 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 ■ 本人から ■ 本人以外から（取得先  代理人  ） 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市都市整備部都市計画課 

（所在地）〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田 22番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		法第７６条第１項許可申請事務



		行政機関等の名称

		[bookmark: _GoBack]市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		都市整備部都市計画課



		個人情報ファイルの利用目的

		土地区画整理法第７６条第１項に伴う許可申請の許可に必要な内容の審査



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号、４土地の状況、５建物の状況等



		記録範囲

		許可申請者及び代理人



		記録情報の収集方法

		■ 本人から　■ 本人以外から（取得先　　代理人　　）



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）西尾市都市整備部都市計画課



		

		（所在地）〒445-8501　愛知県西尾市寄住町下田22番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　□有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







ファイル簿04　法第76条1項許可申請事務（都市計画課）.docx



様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 地区計画の区域内における行為の届出書 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
都市整備部都市計画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
都市計画法第５８条の２第１項の規定による届出内容の審

査 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３電話番号、４行為の場所、５行為の着

手予定日、６行為の完了予定日、７設計又は施工方法、８

建築主等の概要、９建築物及びその敷地に関する事項、 

１０建築物別概要、１１建築物の階別概要 

記 録 範 囲 申請者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市都市整備部都市計画課 

（所在地）〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田 22番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		地区計画の区域内における行為の届出書



		行政機関等の名称

		[bookmark: _GoBack]市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		都市整備部都市計画課



		個人情報ファイルの利用目的

		都市計画法第５８条の２第１項の規定による届出内容の審査



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号、４行為の場所、５行為の着手予定日、６行為の完了予定日、７設計又は施工方法、８建築主等の概要、９建築物及びその敷地に関する事項、

１０建築物別概要、１１建築物の階別概要



		記録範囲

		申請者



		記録情報の収集方法

		本人から



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）西尾市都市整備部都市計画課



		

		（所在地）〒445-8501　愛知県西尾市寄住町下田22番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　□有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







ファイル簿06　地区計画の区域内における行為の届出書（都市計画課）.docx



様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 土地各筆明細（上横須賀駅周辺地区） 

行 政 機 関 等 の 名 称 西尾市 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
都市整備部都市計画課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
土地区画整理法第 74条の規定のとおり、土地区画整理事業

の施行の準備に必要なため。 

記 録 項 目 
所在地、所有者氏名、所有者住所 

記 録 範 囲 吉良町上横須賀、木田、小牧、下横須賀、中野の土地 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 □ 本人から ■ 本人以外から（取得先  法務局  ） 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市都市整備部都市計画課 

（所在地）〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田 22番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
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様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		屋外広告物取扱事務



		行政機関等の名称

		[bookmark: _GoBack]市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		都市整備部都市計画課



		個人情報ファイルの利用目的

		屋外広告物の許可申請に対する許可に必要な内容の審査



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号、４種別、５表示場所、６表示面積、７表示期間、８電飾の有無、９手数料の額



		記録範囲

		屋外広告物業者及び広告物を掲出する個人の申請人



		記録情報の収集方法

		■ 本人から　■ 本人以外から（取得先　　代理人　）



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）　西尾市都市整備部都市計画課



		

		（所在地）〒445-8501　愛知県西尾市寄住町下田22番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　□有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		








様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		街区基準点の使用に関する文書



		行政機関等の名称

		[bookmark: _GoBack]市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		都市整備部都市計画課



		個人情報ファイルの利用目的

		市が管理する街区基準点の管理保全を目的とする



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号、４使用目的、５使用期間、６測量地域、７使用する街区基準点、８測量方法、９測量計画機関、１０測量作業機関、１１使用結果、１２工事件名、１３工事場所、１４工事期間、１５工事請負者、１６街区基準点の状況



		記録範囲

		届出者及び届出人



		記録情報の収集方法

		本人から



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）西尾市都市整備部都市計画課



		

		（所在地）〒445-8501　愛知県西尾市寄住町下田22番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　□有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







